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                                  平成 27年７月 24日 

 

各  位 

会 社 名      株式会社エスケイジャパン 

                                 代 表 者 名      代表取締役社長 八百 博徳 

                                 （コード番号 7608 東証 第一部） 

                                  問 合 せ 先      取締役管理部長 野崎 伸一 

                                 （電話番号  06-6765-0670） 

 

「「「「内部内部内部内部統制統制統制統制システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築のののの基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」のののの一部改定一部改定一部改定一部改定にににに関関関関するするするするおおおお知知知知らせらせらせらせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改定す

ることを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 これは、内部統制の一層の充実を図り、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）

及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成 27 年法務省令第６号）が平成 27 年５月１日

に施行されたことを踏まえて改定するものであります。 

 

記 

 

内部統制システム構築の基本方針（平成 27年７月 24日改定 下線は変更箇所） 

 

１１１１．．．．    当社当社当社当社およびおよびおよびおよび当社子会社当社子会社当社子会社当社子会社のののの取締役取締役取締役取締役およびおよびおよびおよび使用人使用人使用人使用人のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行がががが法令法令法令法令およびおよびおよびおよび定款定款定款定款にににに適合適合適合適合することをすることをすることをすることを確保確保確保確保すすすす

るためのるためのるためのるための体制体制体制体制    

(1) 当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの

認識にたち、行動指針を定め当社グループ役職員全員の周知徹底を図っていきます。 

(2) 当社およびグループ各社は、全役職員に対し定期的にコンプライアンス研修会を実施し、法令と社会規

範遵守についての教育・啓蒙を実施していきます。 

(3) 当社が当社グループのコンプライアンス体制を統括し、子会社と一体となったコンプライアンスの推進

を行い、当社グループの法令等遵守体制の構築、維持、向上を推進します。また、法令および定款等に

適合していることを認識するため、管理部長をコンプライアンス全体に関する総括責任者とし、定期的

な監督・監査および適時な監督・監査を行っていきます。 

(4) 取締役は、取締役会および日常業務を通じて、他の取締役および使用人の業務執行の監督を行っていき

ます。 

(5) 取締役による職務の執行が法令・定款および社内規程に違反することなく適切に行われているかをチェ

ックするため、監査役が取締役会に出席するとともに監査役会の定めた監査方針に基づき業務執行の監

査を実施していきます。 

(6) 取締役の適正な職務執行を図るため社外監査役を２名以上置き、公正な監査を確保します。 

(7) 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、その取引

は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。 

２２２２．．．．    取締役取締役取締役取締役のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの保存保存保存保存およびおよびおよびおよび管管管管理理理理にににに関関関関するするするする体制体制体制体制    

(1) 株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこれらの関連資料を法令および規

程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていきます。 

(2) 経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部署で作成し、適切に保



2 

 

存・管理していきます。 

(3) 取締役、監査役、会計監査人およびコンプライアンス担当者から要請があった場合には、速やかに当該

書類を閲覧に供することとします。 

３３３３．．．．    当社当社当社当社およびおよびおよびおよび当社子会社当社子会社当社子会社当社子会社のののの損失損失損失損失のののの危機危機危機危機のののの管理管理管理管理にににに関関関関するするするする規程規程規程規程そのそのそのその他他他他のののの体制体制体制体制    

(1) 当社は、当社および当社子会社の経営環境、自然災害等、当社および当社子会社の経営ならびにステー

クホルダーに重要な影響をおよぼす恐れのある様々なリスクにつき、取締役会において定期的に討議す

ることによりリスク低減に努めていきます。 

(2) 当社グループの各部署においては、マニュアル・ガイドライン等を整備し、種々の教育活動を通して会

社のリスク低減に努めていきます。 

(3) 当社および当社子会社は、発生したリスクに関しては、適法、適切かつ迅速に対処していきます。 

４４４４．．．．    当社当社当社当社およびおよびおよびおよび当社子会社当社子会社当社子会社当社子会社のののの取締役取締役取締役取締役のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行がががが効率的効率的効率的効率的にににに行行行行われることをわれることをわれることをわれることを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための体制体制体制体制    

(1) 当社は、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として毎月１回開催するとともに、臨時取締役会

を必要に応じて開催していきます。 

(2) 取締役会は事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を行ってい

きます。その際には、十分かつ適切な情報が提供されるよう努めていきます。 

(3) 当社取締役会は当社グループ全体の経営計画を策定し、これを達成するため、グループ各社において各

社経営計画を立案して、それぞれの各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとします。

また、代表取締役は、その実現のために常勤取締役および役職員の具体的業務活動を統括していきます。 

(4) 当社の取締役会は、規程の見直しや業務特性に応じた組織のスリム化等を行い、取締役および役職者の

職務権限と職務分掌を明確にして、職務執行の効率化を図るとともに、IT の適切な利用を通じて業務

の改善に努めるものとし、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとします。 

５５５５．．．．財務報告財務報告財務報告財務報告のののの信頼性信頼性信頼性信頼性とととと適正性適正性適正性適正性をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための体制体制体制体制    

当社および当社子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベ

ルならびに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制シス

テムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保します。 

６６６６．．．．当社当社当社当社およびそのおよびそのおよびそのおよびその子会社子会社子会社子会社からなるからなるからなるからなる企業集団企業集団企業集団企業集団におけるにおけるにおけるにおける業務業務業務業務のののの適正適正適正適正をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための体制体制体制体制    

(1) 当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受けるとともに、日常的な意思疎

通を図ることで適正な事業運営を行っていきます。 

(2) 当社の監査役およびコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有効性について監査を行っ

ていきます。 

７７７７．．．．監査役監査役監査役監査役がそのがそのがそのがその職務職務職務職務をををを補助補助補助補助すべきすべきすべきすべき使用人使用人使用人使用人をををを置置置置くことをくことをくことをくことを求求求求めためためためた場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける当該使用人当該使用人当該使用人当該使用人にににに関関関関するするするする事項事項事項事項、、、、そそそそ

のののの使用人使用人使用人使用人のののの取締役取締役取締役取締役からのからのからのからの独立性独立性独立性独立性にににに関関関関するするするする事項事項事項事項およびそのおよびそのおよびそのおよびその使用人使用人使用人使用人にににに対対対対するするするする監査役監査役監査役監査役のののの指示指示指示指示のののの実効性実効性実効性実効性のののの確保確保確保確保

にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、取締役会は監査役会と必要に応じて

協議を行い、当該使用人を任命および配置することができます。 

(2) 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、

取締役の指揮命令は受けないものとします。 

(3) 監査役補助者は監査役の指揮命令下に置き、監査補助者の評価・人事異動等にあたっては、あらかじめ 

監査役の意見を聴取しその意見を尊重するものとする。 

８８８８．．．．当社当社当社当社およびおよびおよびおよび当社子会社当社子会社当社子会社当社子会社のののの取締役取締役取締役取締役およびおよびおよびおよび使用人使用人使用人使用人、、、、またはこれらのまたはこれらのまたはこれらのまたはこれらの者者者者からからからから報告報告報告報告をををを受受受受けたけたけたけた者者者者がががが当社当社当社当社のののの監査役監査役監査役監査役

にににに報告報告報告報告するためのするためのするためのするための体制体制体制体制そのそのそのその他他他他のののの監査役監査役監査役監査役へのへのへのへの報告報告報告報告にににに関関関関するするするする体制体制体制体制    

(1) 監査役は、定時取締役会および必要に応じて随時開催される臨時取締役会、その他重要な意思決定会議
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に出席し、取締役および使用人から重要事項の報告を受けることとします。 

(2) 当社グループの取締役は、法定の事項以外にも取締役の不法行為、法令・定款違反等重要な事項につい

ては、速やかに監査役に報告を行うこととします。 

(3) 当社子会社の取締役・使用人は当該子会社または会社グループ全体に損害を及ぼす事実かもしくはそ

の惧れのある事実を発見した場合、子会社担当部署にただちに報告し、報告を受けた担当部署はこの

内容を監査役に報告するものとする。 

(4) 当社グループの内部通報制度に基づく通報を受けた場合、速やかに監査役に報告を行うものとします。 

(5) 当社は、当社グループの役職員が、当社監査役への報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行

うことを禁止する旨を定め、当社グループ内において周知徹底します。 

９９９９．．．．そのそのそのその他監査役他監査役他監査役他監査役のののの監査監査監査監査がががが実効的実効的実効的実効的にににに行行行行われることをわれることをわれることをわれることを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための体制体制体制体制    

(1) 監査役は監査が実効的に行われることを確保するため、監査役会において他の監査役と意見交換を行う

とともに、代表取締役、取締役その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者および会計

監査人との意見交換を定期的に行っていきます。また、その機会を確保できるように代表取締役はその

体制を整備していきます。 

(2) 会計監査人および内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査お

よび報告を求めることができる体制を整備していきます。 

10.10.10.10.監査役監査役監査役監査役のののの職務職務職務職務のののの執行執行執行執行についてについてについてについて生生生生ずるずるずるずる費用費用費用費用またはまたはまたはまたは債務債務債務債務のののの処理処理処理処理にににに係係係係るるるる方針方針方針方針にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

 当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合、当該請求等が必要出ない

ことを証明した場合を除いて速やかに当該費用の処理を行うものとします。 

 

以 上 


